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 令和７年７月定例胎内市教育委員会会議録 

１ 開会年月日   令和７年７月25日（金） 午後１時30分 

 

２ 開 催 場 所   黒川庁舎 第１応接室 

 

３ 出 席 委 員   教育長   中澤 毅 

委 員   桐生 和文 

委 員   佐藤 康広 

委 員   森田 寿美子 

委 員   佐藤 亜由美 

 

４ 欠 席 委 員   なし 

 

５ 説明のため出席した者 

学校教育課長   井上 正人 

生涯学習課長   佐久間 伸一 

管理指導主事   池田 裕之 

指 導 主 事   中野 忠弘 

 

６ 事務局職員出席者 

学校教育課参事  佐藤 守 

学校教育課主任  佐藤 貴史 

 

７ 議 事 日 程 

  日程第１ 開会宣言 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

 

日程第３ 前回会議録の承認 

 

日程第４ 教育長の報告 

 

日程第５ 議事 

     議第10号 教科用図書の採択について 
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日程第６ 報告・その他 

     報告第15号 胎内市学校給食費補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

     報告第16号 学区外就学・区域外就学の許可等について 

     報告第17号 就学援助児童・生徒の認定等について 

報告第18号 共催・後援事業について 

 

  日程第７ 閉会宣言 

 

 

日程第１ 開会宣言 

 

○ 教育長 

ただ今から、胎内市教育委員会７月定例会を開会いたします。 

 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

 

○ 教育長 

初めに、会議録署名委員については、森田委員を指名します。 

 

 

日程第３ 前回会議録の承認 

 

○ 教育長 

前回６月定例会会議録の承認からお諮りします。事務局、説明願います。 

 

○ 事務局 

（令和７年６月26日６月定例教育委員会会議録について説明） 

 

○ 教育長 

今の説明について、何かご質問等ありますでしょうか。 

      ないようですので、承認することとします。 

      会議終了後に桐生委員に署名をお願いします。   

 

 

日程第４ 教育長の報告 
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○ 教育長 

     次に「教育長の報告」です。資料の「日程第４」にあります、私または教育委員の

皆さんが出席した会議等ですが、このこと、あるいはこれ以外のことについて、会議

終了後に必要に応じて報告させていただきます。 

 

 

日程第５ 議 事 

  

○ 教育長 

それでは、議事に入ります。 

      「議第10号 教科用図書の採択について」審議します。 

中野指導主事お願いします。 

 

＜議事録非公開１＞ 

 

 ○ 教育長 

「議第10号」は、承認してよろしいでしょうか。 

異議がないようですので、承認することに決しました。 

 

日程第６ 報告・その他 

 

○ 教育長  

次に、報告に入ります。 

初めに「報告第15号 胎内市学校給食費補助金交付要綱の一部を改正する告示に

ついて」学校教育課長お願いします。 

 

○ 学校教育課長 

これは、前回６月議会の予算のところでも説明しましたが、６月議会で議決を得た

ということで要綱の改正をするものです。改正の趣旨としては、物価高騰が続く中、

子どもたちの成長に必要な給食の量や質を確保するために、１食当たりの単価を増

額せざるをえないという状況です。その中で、小学校は１食単価を12円増額、中学校

は17円増額させていただきました。この増額分12円、17円については、国の物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金を充てることにより、市から補助するということ

で、保護者の負担は小学校282円、中学校328円のまま据え置くというものです。詳し

くは新旧対照表で、今まで小学校が58円補助していたものが70円補助し、中学校が62

円を補助していたものが79円補助するということで、それぞれ増額させていただい

たものです。以上です。 
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○ 教育長 

何かご質問等ありますでしょうか。 

ないようですので、次に「報告第16号 学区外就学・区域外就学の許可等について」

お願いします。 

 

＜議事録非公開２＞ 

 

 ○ 教育長 

次に、「報告第17号 就学援助児童・生徒の認定等について」お願いします。 

 

＜議事録非公開３＞ 

 

 ○ 教育長 

次に、「報告第18号 共済・後援事業について」学校教育課長お願いします。 

 

 ○ 学校教育課長 

初めに、県の小中学校教頭会から後援の申請がありました。事業の名称が「第61回

新潟県小中学校教頭会研究大会（新発田・北蒲原・胎内大会）」です。事業の趣旨に

ついては資料の通りです。場所・日時は、令和７年11月５日にオンラインでの開催予

定です。参加予定者は、県の小中学校の教頭659名です。詳細については資料の要綱

をご覧願います。名義の使用について承認したので報告します。学校教育課は以上で

す。 

 

 ○ 教育長 

次に、生涯学習課長お願いします。 

 

○ 生涯学習課長 

新発田阿賀北地区保護司会から後援の申請があり、事業は「人権啓発映画上映会 

前科者」という映画の上映です。胎内市民を対象に８月16日に予定されています。場

所は胎内市産業文化会館です。上映会のチラシや上映作品の内容等が資料に記載し

ています。この事業について承認したので報告します。生涯学習課は以上です。 

 

○ 教育長 

今の説明について、何かご質問ありますでしょうか。 

ないようですので、以上で報告は終了します。 
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次回定例会の日程について 

 

 ○ 教育長 

それでは、次回８月の定例会の日程についてお諮りします。 

８月の定例会は、８月 25 日月曜日、午後１時 30 分からこの会場でお願いしたい

と思います。 

 

＜全員了承＞ 

 

 ○ 教育長 

      以上で、７月定例教育委員会を閉会します。 

 

午後１時50分 閉会   

 

令和  年  月  日 

 

教  育  長                 

 

会議録署名委員                 


